
１テント ・半テント ・キッチンカー
露店営業許可（露天飲食の場合）

有　・　無

①14:00～23:00 ②17:00～23:00

【注意事項】

○詳細については、募集要項をご確認下さい。

高津川花火大会　出店申込書 

申　請　情　報

事業者

代表者名

住　所
（〒　　　―　　　　）

連絡先
携　帯（当日連絡可能）

メール

出　店　内　容

いずれかに○

出店エリア 左岸メイン会場　　　・　　　　　右岸第２会場

出店方法

出店種別
※メイン会場のみ

飲食　　　・　　　　　物販

出店時間
※メイン会場のみ

主となる販売品

主となる販売品の
石見産原材料

※メイン会場のみ

上記石見産原材料
の仕入先

※メイン会場のみ

その他、全販売品
※なるべく具体的に

記載すること

生ビールの販売 販売する　　　・　　　　　販売しない

キッチンカーの大きさ 長さ　　　m、　幅　　　　m

有　・　無　　（火器対象器具の詳細は「募集要項」をご確認ください。）

※対象火器の取扱いをされる場合は消火器を設置してください。

○出店についての備品等（机、椅子、発電機等）の準備はありませんので、各自でご用意下
さい。

火器対象器具



　●イベント名称 高津川流域マルシェ（略称：高津川マルシェ）
　●出店基本ルール ・市外県外の事業者の出店も可能

・石見産の食材、資材を用いた飲食品、商品を主として提供すること

　●日　時　 令和 8年 8月22日（土曜日）14時00分～23時00分（荒天の場合は翌23日に順延）

　●会　場　 高津川河口左岸　高津川花火大会メイン会場

　●申込期限 令和 8年 7月15日（水曜日）17時まで　

FAX、メール（PDF）もしくは、観光交流課までご持参ください。

　●出店方法　 露店（テントは実行委員会が敷設）、キッチンカー

　●出店内容 飲食、アルコール、物販等

　●出店料 飲食(テント5.4m×3.6m) 35,000円、飲食(半テント2.7m×3.6m) 25,000円

物販(テント5.4m×3.6m) 17,000円、物販(半テント2.7m×3.6m) 12,000円

キッチンカー30,000円

※大会翌日の片付け・清掃（6時から11時を予定）を手伝った場合は5千円を返金

　●出店場所 実行委員が指定する場所（メイン会場内になります。）

※出店内容・出店時間によって、実行委員会が具体的な出店場所を指定。

　●出店許可 審査の上、令和 8年 7月21日（火曜日）までに出店の許可、不可を出します。

　●出店料納入 令和 8年 7月31日（金曜日）までに下記口座へ振込みしてください。

※振込手数料は自己負担でお願いします。

　●出店通知 実行委員より必要書類、駐車許可証を送付します。

　●駐車場 出店場所近くの河川敷

※キッチンカーの方は駐車券の発行は必要な方にのみ行います。

　●出店時間の選択 ①出店時間14:00～23:00（車両の搬入および準備時間　10:00～12:00）

②出店時間17:00～23:00（車両の搬入および準備時間　12:00～14:00）

　●閉店・搬出時間 閉店(全店舗)：23時　※23時までは閉店しないようお願いいたします。

車両の搬出時間　23:30以降になります。

　●ビールの販売 石見産以外のビールの販売に関しては、申請の上、実行委員会指定

の業者から仕入れていただきます（指定カップの仕入れも必要）。

販売価格に関しては当実行委員会が決定します。

　●他アルコールの販売 石見産ビール、日本酒、サワー等に関しては、全事業者が自由に行えます。

　●ペットボトル等飲料 ペットボトルや缶入りの飲料に関しては、石見製造品以外の販売はできません。

　●飲食品の申請 飲食品に関しては、全販売商品を分量・価格含めて申請いただきます。

他の事業者と比較し価格差が大きい場合は、調整させていただきます。

　●協賛者、寄付者 本大会への協賛者、寄付者は値引リストバンドをつけています。

　　への値引 当リストバンド保有者がお会計する場合、全商品を50円引きにすること。

※値引き分の補填等はありません。

　●火器対象器具 当日消防の立ち入り検査が入ります。火器を使用する場合は消火器をご用意ください。

　●個人情報 当実行委員会が取得した個人情報は「高津川花火大会」開催、運営以外の用途には使用いたしません。

　●免責事項 出店者の責任において発生したトラブルや事故に関して、当実行委員会は一切の責任を負いません。

　●中止の場合 天候や社会情勢などでやむを得ず開催中止となった場合、出店料の返金は行いません。

　●タイムテーブル

【お問い合わせ先】

〒698-0024 益田市駅前町17-1 益田市観光交流課

　メール：kouryu@city.masuda.lg.jp 　電　話：0856-31-0331 　ＦＡＸ：0856-23-4655

高津川花火大会2026【出店募集要項】左岸メイン会場
1．出店概要

※翌日に順延となった場合の出店辞退に係る出店料の返金はいたしません。

※ なお、出店料について当実行委員会はインボイス登録しておりませんので、出店料の消費税分は仕入控除
ができず、事業者様側のご負担になりますことをご理解下さい。

2．その他

【対象火器器具】
　裸火を使用する器具など・・コンロ、グリル、グリドル、炭を使用する器具、ストーブ
　電気を熱源とする器具・・・電気フライヤー、電気ホットプレート、IH調理器
　小型発電機・・・・・・・・燃料がガソリンのもの

口座）山陰合同銀行　益田支店(店番：048)　普通 4550021
普通　高津川花火大会実行委員会　会長　中島謙二
（タカツガワハナビタイカイジツコウイインカイ　カイチョウ　ナカシマケンジ）

出店・イベント　　14：00～23：00
神事　　　　　　　18：30～18：50
ホーランエー　　　19：00、20：00
花火大会　　　　　20：00～20：40
夜神楽　　　　　　20：40～23：00



　●イベント名称 右岸屋台村
　●出店基本ルール ・市外県外の事業者の出店も可能

　●日　時　 令和 8年 8月22日（土曜日）14時00分～23時00分（荒天の場合は翌23日に順延）

　●会　場　 高津川河口右岸　高津川花火大会第２会場（市立水防センター付近）

　●申込期限 令和 8年 7月 15日（水曜日）17時まで　

FAX、メール（PDF）もしくは、観光交流課までご持参ください。

　●出店方法　 露店（テントは実行委員会が敷設）

　●出店内容 飲食、アルコール、物販等

　●出店料 飲食(テント5.4m×3.6m) 30,000円

※大会翌日の片付け・清掃（6時から11時を予定）を手伝った場合は5千円を返金

　●出店場所 実行委員が指定する場所（水防センター付近になります。）

※出店内容・出店時間によって、実行委員会が具体的な出店場所を指定。

　●出店許可 審査の上、令和 8年 7月21日（火曜日）までに出店の許可、不可を出します。

　●出店料納入 令和 8年 7月31日（金曜日）までに下記口座へ振込みしてください。

※振込手数料は自己負担でお願いします。

　●出店通知 実行委員より必要書類、駐車許可証を送付します。

　●駐車場 出店場所近くに実行委員会が用意します

　●出店時間 出店時間16:00～21:00（車両の搬入および準備時間　12:00～14:00）

　●閉店・搬出時間 閉店(全店舗)：21時　※21時までは閉店しないようお願いいたします。

車両の搬出時間は21:30以降、順番での搬出になります。

　●ビールの販売 石見産以外のビールの販売はできません。

　●他アルコールの販売 石見産ビール、日本酒、サワー等に関しては、全事業者が自由に行えます。

　●ペットボトル等飲料 ペットボトルや缶入りの飲料に関しては、石見製造品以外の販売はできません。

　●飲食品の申請 飲食品に関しては、全販売商品を分量・価格含めて申請いただきます。

他の事業者と比較し価格差が大きい場合は、調整させていただきます。

　●協賛者、寄付者 本大会への協賛者、寄付者は値引リストバンドをつけています。

　　への値引 当リストバンド保有者がお会計する場合、全商品を50円引きにすること。

※値引き分の補填等はありません。

　●火器対象器具 当日消防の立ち入り検査が入ります。火器を使用する場合は消火器をご用意ください。

　●個人情報 当実行委員会が取得した個人情報は「高津川花火大会」開催、運営以外の用途には使用いたしません。

　●免責事項 出店者の責任において発生したトラブルや事故に関して、当実行委員会は一切の責任を負いません。

　●中止の場合 天候や社会情勢などでやむを得ず開催中止となった場合、出店料の返金は行いません。

　●タイムテーブル
　　※メイン会場

【お問い合わせ先】

〒698-0024 益田市駅前町17-1 益田市観光交流課

　メール：kouryu@city.masuda.lg.jp 　電　話：0856-31-0331 　ＦＡＸ：0856-23-4655

高津川花火大会2026【出店募集要項】右岸第2会場(水防センター付近)

1．出店概要

※右岸屋台村の出店時間は16時00分～21時00分となりますのでご注意ください。

※翌日に順延となった場合の出店辞退に係る出店料の返金はいたしません。

※ なお、出店料について当実行委員会はインボイス登録しておりませんので、出店料の消費税分は仕入控除
ができず、事業者様側のご負担になりますことをご理解下さい。

2．その他

【対象火器器具】
　裸火を使用する器具など・・コンロ、グリル、グリドル、炭を使用する器具、ストーブ
　電気を熱源とする器具・・・電気フライヤー、電気ホットプレート、IH調理器
　小型発電機・・・・・・・・燃料がガソリンのもの

口座）山陰合同銀行　益田支店(店番：048)　普通 4550021
普通　高津川花火大会実行委員会　会長　中島謙二
（タカツガワハナビタイカイジツコウイインカイ　カイチョウ　ナカシマケンジ）

出店・イベント　　14：00～23：00
神事　　　　　　　18：30～18：50
ホーランエー　　　19：00、20：00
花火大会　　　　　20：00～20：40
夜神楽　　　　　　20：40～23：00


